


反すう動物 豚 家きん 養魚

○ ○ ○ ○

○*1 ○*1 ○*1 ○*1

× ○ ○ ○

反すう動物 × × × ×

豚、馬 × ○ ○ ○

家きん × ○ ○ ○

反すう動物 × × × ×

豚、馬 × ○ ○ ○

家きん × ○ ○ ○

反すう動物 × × × ×

馬 × × × ×

豚 × ○*2 ○*2 ×→○*3

家きん × ○ ○ ○

反すう動物 × × × ×

馬 × × × ×

豚 × ○*2 ○*2 ×→○*3

家きん × ○*2 ○*2 ×→○*3

　 *2：平成１７年４月から使用を可能とした。

魚粉等

乳、乳製品、卵及び卵製品

ゼラチン及びコラーゲン

血粉

血粉以外の血液由来製品(血しょうたん白等）

注*1：骨由来の場合、加圧下での洗浄、酸による脱灰及び長期のアルカリ処理、ろ過並びに138℃・4秒の殺菌を義務付け。

肉骨粉、チキンミール
及びフェザーミール

加水分解たん白、蒸製骨粉

　 *3：今回、使用を可能としたい。

（別紙）飼料への動物由来たん白質等使用の可否

給与対象
区分 由来
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豚肉骨粉等の鶏・豚・養魚用飼料への使用のための交差汚染防止措置

化製場等

配合飼料工場

焼却

と畜場
養豚農家 食肉処理場

販売店等
消費者

死
亡
牛
処
理
ラ
イ
ン

反
す
う
動
物
等

　
　
処
理
ラ
イ
ン

豚
処
理
ラ
イ
ン

死亡豚

専用容器で輸送

分別分別
専用と場
と畜ライン分離

専用容器で
輸送

　
　
反
す
う
動
物
用

　
　
　
飼
料
製
造
ラ
イ
ン

豚
・
家
き
ん
・
養
魚
用

飼
料
製
造
ラ
イ
ン

製造工程
の分離

製造工程の分離

植物性の原料 植物性の原料
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参考

豚肉骨粉等の製造・販売のチェックについて

発行 保存
確認

　　確認、保存

発行

年２回

専用容器で輸送

専用容器で輸送

回付

年１回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人肥飼料検査所
　　　　　　　　　　　　　　　　　豚肉骨粉等製造基準適合確認
　　　　　　　　　　　　（書類の審査及び立入検査により、当該工場が製造基準をクリアできること等を確認）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　適合する豚肉骨粉等製造工場をホームページ上に公開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　水　産　省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人肥飼料検査所の立入検査結果により、豚肉骨粉等製造基準適合確認

製造基準適合
確認申請書

申請業者への立
入検査を指示

立入検査結
果の報告

と畜場
・反すう動物の処理
ラインと分離された処
理ラインで処理
・専用の器具機材を
使用
・副産物を分別保
管、分別出荷

食肉処理場
・反すう動物の処理
設備と分離された処
理設備で処理
・専用の器具機材を
使用
・副産物（カットくず
等）を分別保管、分
別出荷

販売店等
・専用の器具機材を
使用
・副産物（カットくず
等）を分別保管、分別
出荷

　　　豚肉骨粉等製造（化製場）
　　　　　　　　　・原料及び製品の検査
　　　　　　　　　・製造ラインの完全分離
　　　　・製造に用いる器材の専用化
　　　　・製造記録を８年間保存

製造基準適
合確認申請

　　　　　配合飼料工場
・反すう動物用製造ラインが完全分離
　された工場のみが使用可能
　（平成１７年４月１日からライン分離は
　法的義務化）
・製造・販売の記録を８年間保存

飼料販売
業者
・購入もと、
販売先等を
帳簿に記載

　農家等

製造基準適合
確認書

副産物

豚由来原料
供給管理票

豚肉骨粉等
供給管理票

　
　
都

道

府

県

豚肉骨粉等

豚・鶏・養魚
用飼料
・表示義務

豚・鶏・養
魚用飼料
・表示義務

　

立

入

検

査

製造基準
適合確認
の為の立
入検査

　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人肥飼料検査所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立　入　検　査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　水　産　省
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注：

家畜用飼料工場の専用化状況

数字は平成１７年４月時点の工場数である。

反すう動物
以外専用

５９

共用（製造
ライン分
離）

３５

反すう動物
専用

４３

家畜用飼料工場　１３７
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牛用飼料とその他の飼料のライン分離牛用飼料とその他の飼料のライン分離
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